
  Ⅲ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定 

      について 
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 

 障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応 
 改正障害者総合支援法等（H28.５成立）により創設された新サービスの報酬・基準を設定 
 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋0.47％ 

１．重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類
型を創設 

２．一人暮らしの障害者の理解力、生活力等を補うための支援を行
う新サービス（前回の法改正に伴うもの）、「自立生活援助」の
報酬を設定 

３．地域生活支援拠点等の機能強化 

４．共生型サービスの基準・報酬の設定 

１．人工呼吸器等の使用や、たん吸引などの医療的ケアが必要な障
害児が、必要な支援を受けられるよう、看護職員の配置を評価す
る加算を創設 

２．障害児の通所サービスについて、利用者の状態や事業所のサー
ビス提供時間に応じた評価を行う 

３．障害児の居宅を訪問して発達支援を行う新サービス（前回の法
改正に伴うもの）、「居宅訪問型児童発達支援」の報酬を設定 

障害者の重度化・高齢化を踏まえた、 
地域移行・地域生活の支援 

医療的ケア児への対応等 

精神障害者の地域移行の推進 

１．一般就労への定着実績等に応じた報酬体系とする 

２．一般就労に移行した障害者に生活面の支援を行う新サービス
（前回の法改正に伴うもの） 、「就労定着支援」の報酬を設定 

就労系のサービスにおける工賃・賃金の向上、 
一般就労への移行促進 

１．計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の評価 

２．送迎加算の見直し 

障害福祉サービスの持続可能性の確保 

１．長期に入院する精神障害者の地域移行を進めるため、グループ
ホームでの受入れに係る加算を創設 

２．地域移行支援における地域移行実績等の評価 

３．医療観察法対象者等の受入れの促進 
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 ○ 障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」
（以下「日中サービス支援型」という。）を創設。 

 
 ○ 日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。 
   なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。 
 
 ○ 従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の５：１をベースに、４：１及び３：１の

基本報酬を設定。 

○ 日中サービス支援型共同生活援助（１日につき） 
 ・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ） 
   ※ 世話人の配置が3:1の場合  
  (1) 区分６                                    1,098単位 
       ：  ：                ： 
  
 ※ このほか、看護職員を常勤換算で1名以上配置した場合の加算を創設（看護職員配置加算 70単位／日） 

○ 住まいの場であるグループホームの特性（生活単位であるユニットの定
員等）は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者
への支援を可能とするため、１つの建物への入居を２０名まで認めた新た
な類型のグループホーム。 

 
○ 地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期
入所の併設を必置とする。 

2～10人 

短期入所１～5人 

2～10人 

＋ 

重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設（日中サービス支援型） 
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地域生活支援の中核的な役割を担う日中サービス支援型グループホームの創設 

障害者支援施設 

精神科病院 
※短期入所(1～5人) 
 を併設 

※昼夜を通じて1人 
 以上の職員を配置。 

在宅の障害者 

緊急時の 

受入 

日中サービス支援型グループホーム 

短期入所 

活動状況の報告 

（年1回以上） 

評価・助言 
地方公共団体が
設置する協議会 

相談支援事業所 
※別法人が望ましい 

３ヶ月ごとのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

重度・高齢の障害者 
の地域移行の受け皿 適正な支援の確保 

緊急一時的な 
宿泊の場の提供 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により創設される「日中サービス支援型グループホーム」は、障害者の重度化・高齢
化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型であり、短期入所を併設し地域で生活する障害者の緊急一時的な
宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を
担うことが期待される。 

地域移行
の促進、
地域生活
の継続 

利用者の日中活動
サービス利用を促進 

日中活動サービス事業者 
（生活介護等） 

※利用者が充実した地域生活を送ることができるよう
外出や余暇活動等の社会生活上の支援を実施 

緊密な 

連携 
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障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所、 
医療機関、行政機関、 

民生委員 等 

居宅 

○ 平成28年の障害者総合支援法改正において、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障

害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や

随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを創設 

（「自立生活援助」）。 

施設 

自立生活援助 
事業所 

 

一人暮らしを希望
する障害者が移行 

相談 
要請 

随時対応 
（訪問、電話、
メール等） 

定期的な居宅訪問 
（月２回以上） 

ＧＨ 病院 等 
 

○ 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での

一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安が

ある者 等 

 対象者 

 

○ 定期的に利用者の居宅を月２回以上訪問し、 

・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか 

・ 公共料金や家賃に滞納はないか 

・ 体調に変化はないか、通院しているか 

・ 地域住民との関係は良好か 

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調

整を行う。 
  

○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった
際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。 

 
○ 標準利用期間は１年（市町村判断で延長可能） 
 

支援内容 

「自立生活援助」の報酬の設定【新サービス】 

 

一人暮らしの継続 

人間関係 
生活環境 
契約手続 等 

連絡調整 

 

自立生活援助サービス費（退所等から１年以内の利用者）※ 

① 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,547単位／月 

② 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,083単位／月 

※ このほか、退所等から１年を超える利用者の基本報酬も設定 

基本報酬 
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